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平安時代初期に編さんされた『続
しょく

日本紀』によると、天平12（740）年
に ほん ぎ てん びょう

に聖武天皇が伊勢に行幸し、その際、
ぎょう こう

朝明郡衙（朝明郡の役所）に２泊し
ぐん が

たとあります。近年の解釈では、曽
そう

祖父の天武天皇が壬申の乱の際に通
そ ふ てん む じん しん

ったルートをなぞったものといわれ
ています。
このときに詠まれたのではないか

とみられる聖武天皇御製歌が万葉集
ぎょ せい か

にあります。「妹に恋ひ吾がの松原見
いも あ

渡せば潮干の潟に鶴鳴き渡る（いと
たづ

しい人に焦がれて自分が逢うことを
こ

待っているという名の松原を見渡す
と、潮の引いた遠浅の海に鶴が鳴い
てずっと飛んでいくことだ）」。こ
の歌にある松原が、聖武天皇社（松
原町）付近だとする説があります。
境内には、鈴鹿市石薬師で幼少期
を過ごし、万葉集の研究家としても
知られる歌人、佐佐木信綱の書によ

さ さ き のぶ つな

る御製歌の石碑が建てられています。
聖武天皇社は、聖武天皇が宿泊し
た施設（行宮や頓宮という）の跡に、

あん ぐう とん ぐう

鎌倉時代の安貞元（1227）年に創建
あん てい

されたと伝わり、昭和31（1956）年に

市指定記念物（史跡）となりました。
古代のロマンあふれるお社です。
７月の松原石取祭りのときには大変
なにぎわいとなります。
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投票日に投票所へ行けない!?
「いつでも、どこでも投票できれ
ばいいのに」と思う人も多いかも
しれません。
しかし、選挙を公正・適正に行

うため、投票は、投票日に投票所
で投票することを原則としていま
す。ただし、当日投票所に行けな

い人もできる限り投
票していただけるよ
う、さまざまな方法
があります。
都合が悪いからと

棄権するのではなく、都合に合わ
せて投票方法を選び、あなたの一
票を大切にしてくださいね。

こんな場合は？投票方法のＱ＆Ａ
Q．投票日は旅行に出かけるため都
合が悪いのですが？
Ａ．投票日前の一定期間、総合会館
など市内４カ所で投票できます。
Ｑ．出張中で市外に長期滞在してい
るのですが？
Ａ．滞在先の選挙管理委員会で投票
することができます。
Ｑ．入院中で投票所に行けないので
すが？
Ａ．三重県が指定した病院・老人ホ
ームであれば、その施設内で投票が
できます。
投票を行える施設かどうかは、当
該施設へお尋ねください。
Ｑ．重度の障害者で、投票所へ行け

ないのですが？
Ａ．重度の障害者や要介護者など、
一定の条件を満たす人は、自宅な
どで郵便による投票ができます。
■投票方法によっては、事前に手
続きが必要な場合があります。
詳しくは10月下旬の選挙特集
号をご覧ください。

※「ちょっと読んでみまセンキ
ョ！」は、今月号で終了します。
ご愛読いただき、ありがとうござ
いました。

聖武天皇社

社会教育課
（緯354－8240 胃354－8308）

問い合わせ先

市内の文化財などをたどりながら、郷土の歴史を紹介するコーナーです。
今回は、富洲原地区の市指定記念物（史跡）「万葉史跡と聖武天皇社」を

しょう む

紹介します。

選挙管理委員会
（緯354－8269 胃359－0286）

問い合わせ先

©四日市市選挙管理
委員会GY
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あなたの大好きな四日市の写真を募集！
ご応募は、住所、名前、電話番号、コメントとともに、メー
ルか郵送、直接、〒510−8601 広報広聴課（市役所８階
緯354−8244 胃354−3974 ■糸ｋｏｕｈｏｕｋｏｕｃｈｏｕ＠
ｃｉｔｙ.ｙｏｋｋａｉｃｈｉ.ｍｉｅ.ｊｐ）へ送ってください。選定の上、広
報よっかいちで掲載します。市民の皆さんから市内のすてきな風景や、ちょっと

お茶目なお子さんの写真を寄せていただくコーナー
です。今回はどんな写真かな？

葛葛河原田町にお住まいの森田恭徳さんからの投稿
「広々とした緑豊かな公園で娘も大喜びで縦横無尽に歩き
回っていました」楠中央緑地にて

葛葛中野町にお住まいの天春江美子さんからの投稿
朝の散歩中に古城川（保々地区）でカモの親子を見つけた

ふるしろがわ

ときの写真です。散歩中はいつもカメラを手にしていると
のことです。

皆さんは、普段の生活の中で人権
について考えることがありますか。
本市では、一人ひとりが人権につい
て広く学び理解を深める機会を提供
するため、平成19年度から「よっか
いち人権大学あすてっぷ」を開講し
ています。
【学びから地域での実践へ】
部落差別をはじめとして、女性、
子どもの人権など各分野において活
躍されている講師の講演や、フィー
ルドワークなどを受講することで、
現在までに177人が修了生となり、
習得した知識を地域の中で生かして
います。

「人権学習に関する研修など、地域
での活動に役立てたい」「幅広く人権
について学ぶチャンス。いろいろな
角度からの話を聞きたい」などの受
講生の声を生かし、今年度も多くの
受講生を迎えて開講しました。
12月に文化会館で行う、あすてっ
ぷ修了式では「じんけんフェスタ
2012」と兼ねて、聴覚障害のある息
子さんとの人生を歩まれている、歌
手の今井絵理子さんの講演を公開講
座として開催します。公開講座はど
なたでも参加できますので、この機
会にぜひご参加ください。
このような人権講座を通して、一

人ひとりが感じたことを地域での人
権啓発に生かしていくことで、人権
意識が豊かに育まれるまちづくりを
進めていきましょう。

６月に行われた公開講座の様子（公開講座で
は手話・要約筆記が用意されています）

■問い合わせ先
人権センター

（緯354－8609 胃354－8611）

人権意識が豊かに育まれる地域社会を目指して 人権のひろば～人権・同和教育シリーズ～




